
○基本的視点の再チェック

○補助事業の内容および目的・効果

（目　的）

目　　的

（効　果）

・ 効 果

○財政的視点のチェック

○補助事業の収支状況　※上段:補助事業等に要する経費　[下段]:補助対象経費

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№１）   補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№２）

補 助 金 名
（交付金名）

小規模事業経営近代化促進指導補助金
開　始

昭和３５年度
補 助 金 名
（交付金名）

小規模事業経営近代化促進指導補助金
年　度

適 不適 説　　明

１

公益性
（明確な公益性があるか）

商工会議所や商工会が行う小規模事業者の経営
または技術の近代化促進のための事業の充実を
図り，小規模事業者の振興と安定に寄与するこ
とで，本市経済の振興発展が促進される。

団　体　名 函館商工会議所
団体等 　　課税事業者

　　免税事業者の状況 基　本　的　視　点

助成の根拠規定等
函館市小規模事業経営近代化促進指導事業補助金交付要綱

(条例・規則・要綱等) 　①広く市民生活の向上に貢献する
　　事業

　②市民ニーズが高い事業

内　　容

「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」に基づき，商工会お
よび商工会議所が行う小規模事業者の経営または技術の近代化促進のための事業および
小規模事業者の振興と安定に資するための事業に要する経費について補助金を交付す
る。

２
必要性（補助しなければならない事
業であるか）

財　政　的　視　点 不適 不適の場合の理由と今後の対応について

(単位：千円)
１ 積算内訳は，前年踏襲となっていないか

計

本市経済の振興発展のため，小規模事業者の経
営基盤強化は必要不可欠であり，専任の経営指
導員を有する商工会等への補助により，強化が
図られる。

３
自主性（自主自立に向け努力してい
るか）

当該事業は，道補助金と市補助金を受け運営し
ているが，経費の節減など内部努力も続けてい
る。

商工会および商工会議所が行う小規模事業者の経営または技術の近代化促進のための事
業の充実を図ることで，小規模事業者の振興と安定に寄与する。

４
有効性（他の手法ではなく補助する
ことが，施策目的実現に最適か）

専門知識を要する小規模事業者への経営指導
は，市が直接行うことが困難であり，専任の経
営指導員を有する商工会等への補助により，適
切な経営指導が可能となる。

年　度
助　　成　　金

事業収入 会　費 繰越金 雑収入
市 その他

地域総合経済団体である当該団体による各種指導事業により，小規模事業者の経営基盤
の強化が図られ，本市経済の振興発展が促進される。

収 H29
14,000 67,64344,190 9,453

２ 補助金等の使途は適切である

H30
[14,000] [43,587]

[14,000] [44,190] [6,901] [65,091]

14,000 67,519

R元
14,000 44,327 9,037 67,364

[14,000] [44,327]

[9,319] [66,906]

３ 積算基準は定められている

[5,744] [64,071]

入 R2
14,000 45,771

[14,000] [45,771] [5,949]

10,759 70,530

[65,720]

[68,233]

５ 前年度繰越金は生じていないか
計

４
補助割合は，補助対象経費の１／２以内で
ある

71,290

年　度 人件費 事務費 事業費
上部団体

負担金等

[6,199]
R3

14,000 48,034 9,256

[14,000] [48,034]

支 H29
48,624 67,643

６
自主財源の確保に努めている
（最低でも前年度の収入を確保している
か）

H30
[48,245] [10,649] [8,012]

[48,624] [10,541] [5,926] [65,091]

48,245 67,519

R元
48,607 13,466 5,291 67,364

[48,607] [13,466] [1,998]

[66,906]

７ 経常経費の節減に努めているか

[64,071]

70,530

[50,234] [13,671] [1,815] [65,720]
出 R2

50,234 13,671 6,625

[68,233]
R3

51,225 13,663 6,402 71,290

[51,225] [13,663] [3,345]

43,587 9,932

10,541 8,478

10,649 8,625



○補助効果の検証
（効果測定方法，具体的な数値等）

（達成状況）

（評　価） （理　由）

十分効果をあげている

 一定の効果をあげている

効果が疑問である

その他

○今後の方向性
（見直しの内容）

（見直しの時期）

（廃止の理由） （その他の内容）

（廃止の時期）

○終期の設定

廃止

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№３）

補 助 金 名
（交付金名）

小規模事業経営近代化促進指導補助金

令和　　６　　年度 終期到来時に再検討 令和　　６　　年度

その他

終期設定 終期到来により廃止 次回チェック年度(予定)

経営指導を行った小規模事業者が，実際に経営が改善したかどうかの判断は難しく，件数の把握は困
難であるので，指導件数や講習会の開催回数等をもって，経営改善効果の判断材料とする。

　令和２年度実績
　　・相談・指導業務　巡回指導　　　　　　　３３６回
　　　　　　　　　　　窓口指導　　　　　１，５９０回
　　・講習会等開催　　集団指導　　１０回　　２１５名
　　　　　　　　　　　個別指導　　４２回　　　４２名

経営指導員のきめ細かな指導や，講習会の開催等によ
り，小規模事業者の意識改革や経営基盤の強化が図ら
れ，倒産件数も減少していることから，十分効果が認め
られると判断する。

現行のまま補助を継続

見直したうえで補助を継続


